
















































































































































































































































② 認知行動療法に いて

Ⅴ その他

② 認知行動療法について
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平成22年診療報酬改定 認知療法・認知行動療法

 認知療法・認知行動療法とは、うつ病等の気分障害の患者に対
して、うつになりやすい考え方を面接を通じて解決することを手助
けする とによ 治療する とを目的とした精神療法けすることによって治療することを目的とした精神療法

 うつ病に対する専門性の高い精神療法を評価

 入院中の患者以外の患者について、認知療法・認知行動療法
に習熟した医師が30分以上の治療を行った場合に算定

認知療法・認知行動療法 ４２０点新

算定回数

点数 算定回数 (平成22年)

認知療法・認知行動療法 420点 16,509回/月

出典：社会医療診療行為別調査
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認知療法・認知行動療法の現状
研 究

H16-18 精神療法の実施方法と有効性に関する研究
H19-21 精神療法の実施方法と有効性に関する研究
H22-24 精神療法の有効性の確立と普及に関する研究

研 究

精神療法の有効性の確立と普及に関する研究
※いずれも、主任研究者は大野 裕（慶應義塾大学保健管理センター、現国立精神・神経医療研究センター認知

行動療法センター）

成 果

「うつ病の認知療法・認知行動療法治療者用マニュアル」を作成
※厚生労働省ＨＰからダウンロード可（http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/kokoro/index.html）

成 果

研修事業

●平成22年度：講義、ワークショップのみの1日または2日間（多職種対象）
（NCNP実施分）第1回：76名、第2回：72名、第3回：72名
（平成22年度補正予算分）大阪：185名、岩手：122名、東京：110名（平成22年度補正予算分）大阪：185名、岩手：122名、東京：110名

●平成23年度：講義、ワークショップに加え、約半年間のスーパーバイズ（医師対象）
（慶應大学受託）東京：50名（予定）、仙台：50名（予定）、京都：50名（予定）
※昨年度と同様の研修（多職種対象)も東京200名×2回を実施予定。※昨年度と同様の研修（多職種対象)も東京200名×2回を実施予定。
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●うつ病に対する認知行動療法の効果検証研究

現在の研究内容（主たるもの）

●うつ病に対する認知行動療法の効果検証研究
① 通常治療でも8週間以上症状が持続してるうつ病患者を、(a)通常治療継続群と

(b)通常治療継続＋認知行動療法群に無作為割り付けし、治療効果を検証。
（目標80症例に対し H23年8月現在で57例登録済み）（目標80症例に対し、H23年8月現在で57例登録済み）

重篤な副作用の報告はなく中間解析でも継続を承認

② 常治療を も 等度 う 症状を う 病患者② 8週間以上通常治療を行っても中等度以上のうつ症状を認める大うつ病患者に、
マニュアルを開発した認知療法に精通した精神科医師（3名）と、認知療法研修会
（ワークショップ）と個人スーパービジョン並びにグループスーパービジョンの研修
体制を前提に医師の同席のもと メデ カル（看護師 名 心理職 名）により認知体制を前提に医師の同席のもと、コメディカル（看護師1名、心理職1名）により認知
行動療法を実施し、治療効果を検討。

両群ともうつ症状の改善が示唆された。

●認知行動療法の研修に関する研究
うつ病の認知行動療法について、実施者養成研修に加え、スーパーバイザー

養成研修のマニュアル、研修資材を作成中

（※その他）
不安障害に対する認知行動療法 難治性PTSDに対する持続エクスポージャー療法不安障害に対する認知行動療法、難治性PTSDに対する持続エクスポ ジャ 療法、
治療反応性と遺伝子多形、文献のメタアナリシス、子どもに対する認知行動慮法
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向精神薬の取扱い及び認知行動療法に係る課題と論点

• 抗不安薬、睡眠薬の使用実態について、抗不安薬で4.2％、睡眠薬で13.6％、添付文書を
超えた用量の処方がなされていた。

• 抗精神病薬は大量に使用しても治療効果を高めないばかりか、副作用のリスクを高めるこ
とが知られており、海外のガイドラインでは慎重に使用することとされている。

• 認知行動療法について、精通した看護師等が医師の同席のもと行った場合、医師が行った
場合と同様のうつ症状の改善効果が示唆されたが 具体的な手法や必要な研修内容等は場合と同様のうつ症状の改善効果が示唆されたが、具体的な手法や必要な研修内容等は
現在研究中である。

○ 海外のガイドラインでは慎重に投与することとされている 抗不安薬 睡眠薬に いて 剤

【論点】

○ 海外のガイドラインでは慎重に投与することとされている、抗不安薬、睡眠薬について、3剤

以上の抗不安薬、睡眠薬を処方する医療機関、調剤する保険薬局それぞれに対し、診療報
酬上どのような評価を行うことが適切か。

師 外が行う認知行動療法 う 病 外 適応を拡大する と 具体的な手○ 医師以外が行う認知行動療法やうつ病以外に適応を拡大することについては、具体的な手

法や必要な研修、それらを前提とした有効性、安全性等の結果を踏まえたうえで、評価を行
うこととしてはどうか。
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参考資料
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地域の連携による疾患対策の評価について

認知症医療の評価

 認知症の専門医療機関において、認知症の鑑別診断及び療養方針の決定
を行うことを評価

認知症医療の評価

を行うことを評価

認知症専門診断管理料 ５００点（1人につき１回）

 認知症の専門医療機関と連携した地域の医療機関における認知症患者の

新

 認知症の専門医療機関と連携した地域の医療機関における認知症患者の
診療の評価

認知症患者地域連携加算 ５０点（１月につき）新 携 算
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認知症の入院医療の評価について

認知症病棟入院料の見直し認知症病棟入院料の見直し

 認知症に対する入院医療については、認知症の行動・心理症
状（ＢＰＳＤ）や身体合併症等への手厚い対応が特に必要な入院状（ＢＰＳＤ）や身体合併症等への手厚い対応が特に必要な入院
早期の評価を引き上げるとともに、名称を「認知症治療病棟入院
料」に改める。

認知症病棟入院料１

イ 90日以内の期間 1,330点

認知症治療病棟入院料１

イ 60日以内の期間 1 450点期間 , 点

ロ 91日以上の期間 1,180点

認知症病棟入院料２

イ 60日以内の期間 1,450点

ロ 61日以上の期間 1,180点

認知症治療病棟入院料２
新イ 90日以内の期間 1,070点

ロ 91日以上の期間 1,020点

イ 60日以内の期間 1,070点

ロ 61日以上の期間 970点

 入院期間が６ヶ月を超える認知症患者に対して、退院支援を行
い、当該患者が退院した場合の加算を新設する。

認知症治療病棟退院調整加算 １００点（退院時１回）新
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精神医療の評価の充実について①

精神入院医療の充実

 手厚い看護配置の精神病棟の評価

精神病棟入院基本料 対 点新

精神入院医療の充実

精神病棟入院基本料 １３対１ ９２０点

 身体合併症に対応する精神病棟の評価

新
（一定の割合以上の重症者の受入が要件、10:1も同様）

 子どもの心の診療の特性に応じた入院医療の評価

精神科身体合併症管理加算 ３５０点
３００点
２００点

 子どもの心の診療の特性に応じた入院医療の評価
児童・思春期精神科入院医療管理加算 ６５０点 → ８００点

 うつ病に対する精神専門療法の評価

専門性の高い精神医療の評価

認知療法・認知行動療法 ４２０点

 アルコール依存症に対する専門的治療の評価
重度 依存症入院医療管理加算 点（ 日以内）

新

重度アルコール依存症入院医療管理加算 ２００点（３０日以内）
１００点（３１日以上６０日以内）

新
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精神医療の評価の充実について②

精神科急性期の特定入院料の引き上げ①精神科急性期の特定入院料の引き上げ①

 精神科救急入院料及び精神科救急・合併症入院料について、
入院早期の評価を引き上げる入院早期の評価を引き上げる。

精神科救急入院料１ 精神科救急入院料１

イ 30日以内の期間 3,431点

ロ 31日以上の期間 3,031点

イ 30日以内の期間 3,451点

ロ 31日以上の期間 3,031点

精神科救急入院料２

イ 30日以内の期間 3,231点

ロ 日以上の期間 点

精神科救急入院料２

イ 30日以内の期間 3,251点

ロ 日以上の期間 点ロ 31日以上の期間 2,831点 ロ 31日以上の期間 2,831点

精神科救急・合併症入院料 精神科救急・合併症入院料

イ 30日以内の期間 3,431点

ロ 31日以上の期間 3,031点

イ 30日以内の期間 3,451点

ロ 31日以上の期間 3,031点
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精神医療の評価の充実について③

精神科急性期の特定入院料の引き上げ②精神科急性期の特定入院料の引き上げ②

 精神科急性期治療病棟入院料についても、評価の引き上げと
施設基準の緩和を行う施設基準の緩和を行う。

精神科急性期治療病棟入院料１ 精神科急性期治療病棟入院料１

精神科急性期治療病棟入院料２ 精神科急性期治療病棟入院料２

イ 30日以内の期間 1,900点

ロ 31日以上の期間 1,600点

イ 30日以内の期間 1,920点

ロ 31日以上の期間 1,600点

精神科急性期治療病棟入院料２

イ 30日以内の期間 1,800点

ロ 31日以上の期間 1,500点

精神科急性期治療病棟入院料２

イ 30日以内の期間 1,820点

ロ 31日以上の期間 1,500点31日以上の期間 1,500点 31日以上の期間 1,500点

〔算定要件等〕

当該病院の全病床数の７割以上
〔算定要件等〕

（削除）該病院 病床数 割以
又は200床以上が精神病床である
若しくは特定機能病院である。

（ 除）
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精神医療の評価の充実について④

精神科地域移行実施加算の引き上げ

 入院期間が５年を超える長期入院患者を、直近１年間で５％

以上減少させた実績のある医療機関に対する評価を引き上げ

精神科地域移行実施加算の引き上げ

以上減少させた実績のある医療機関に対する評価を引き上げ
る。 精神科地域移行実施加算 ５点 → １０点（１日につき）

非定型抗精神病薬加算の見直し

 統合失調症患者に対して投与する抗精神病薬の種類数を国際
的な種類数と同程度にしていることについて 精神科救急入院料

非定型抗精神病薬加算の見直し

的な種類数と同程度にしていることについて、精神科救急入院料
等の特定入院料の非定型抗精神病薬加算において評価

非定型抗精神病薬加算（1日につき） 非定型抗精神病薬加算（1日につき）非定 薬 算

10点

非定 薬 算

非定型抗精神病薬加算１ 15点

非定型抗精神病薬加算２ 10点

新

※以下の特定入院料への加算

A311精神科救急入院料、A311-2精神科急性期治療病棟入院料

A311-3精神科救急・合併症入院料、A312精神療養病棟入院料
算〔算定要件〕
（1）非定型抗精神病薬加算１ 使用している抗精神病薬の種類が２種類以下であること
（2）非定型抗精神病薬加算２ １以外の場合
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精神医療の評価の充実について⑤

精神療養病棟入院料への重症度評価の導入

 精神療養病床について、患者の状態像によらず一律の評価と
なっていることを見直し 重症度に応じた加算を新設する

精神療養病棟入院料への重症度評価の導入

なっていることを見直し、重症度に応じた加算を新設する。

精神療養病棟入院料（1日につき） 精神療養病棟入院料（1日につき）養

1,090点

養

1,050点

重症者加算（1日につき） 40点新

〔算定要件〕
重症者加算：当該患者のGAFスコア
を毎日評価し、そのスコアが40以下を毎日評価し、そのスコアが40以下
であること
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精神医療の評価の充実について⑥

強度行動障害児に対する入院医療の評価

 個人の特性等に配慮した特別な医学的ケアを必要とする強度
行動障害児に対する入院医療について評価

強度行動障害児に対する入院医療の評価

行動障害児に対する入院医療について評価

強度行動障害入院医療管理加算 300点（１日につき）
〔算定要件〕

新

（1） 強度行動障害児（者）の医療度判定基準スコアが24点以上の者であること

（2） 行動障害に対する専門的な医療提供体制が整備されていること

摂食障害に対する入院医療の評価

 治療抵抗性を示すことの多い摂食障害について、専門的な
入院医療について評価

摂食障害に対する入院医療の評価

入院医療 評価

摂食障害入院医療管理加算（１日につき）
30日以内 200点

新

31日以上60日以内 100点
〔算定要件〕

（1） 重度の摂食障害による著しい体重減少が認められる者であること度 摂食障害 著 体 減少 認 者 あ
（2） 当該保険医療機関内に摂食障害の専門的治療を行う医師、臨床心理技術者等が

配置されていること
（3） 摂食障害の治療について、一定の実績を有する保険医療機関であること
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精神医療の評価の充実について⑦

精神科専門療法の見直し精神科専門療法の見直し

 精神科専門療法について、病院と診療所で異なる評価となって
いる点を見直すとともに 長時間に及ぶものについては評価を引いる点を見直すとともに、長時間に及ぶものについては評価を引
き上げる。

通院 在宅精神療法（１日につき） 通院 在宅精神療法（１日につき）通院・在宅精神療法（１日につき）

１ 初診料を算定する初診の日に
おいて精神保健指定医が通院精
神療 を

通院・在宅精神療法（１日につき）

１ 初診料を算定する初診の日に
おいて精神保健指定医が通院精
神療 を

２ １以外の場合 ２ １以外の場合

神療法を行った場合 500点 神療法を行った場合 500点

イ 病院の場合

(１) ３０分以上の場合 360点

(２) ３０分未満の場合 330点

イ ３０分以上の場合 400点

ロ ３０分未満の場合 330点

(２) ３０分未満の場合 330点

ロ 診療所の場合

(１) ３０分以上の場合 360点(１) ３０分以上の場合 360点

(２) ３０分未満の場合 350点
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精神医療の評価の充実について⑧

精神科デイ ケア等の見直し

 精神科デイ・ケアについて、精神障害者の地域移行を推進する
ために 早期の地域移行について評価

精神科デイ・ケア等の見直し

ために、早期の地域移行について評価

精神科ショート・ケア（1日につき）

１ 小規模なもの 275点

精神科ショート・ケア（1日につき）

１ 小規模なもの 275点小規模なもの 点

２ 大規模なもの 330点

小規模なもの 点

２ 大規模なもの 330点

〔算定要件〕新

当該療法の算定を開始した日から
起算して１年以内の期間に行われる
場合、所定点数に20点を加算する。

精神科デイ・ケア（1日につき）

１ 小規模なもの 550点

精神科デイ・ケア（1日につき）

１ 小規模なもの 590点

２ 大規模なもの 660点 ２ 大規模なもの 700点

〔算定要件〕

当該療法の算定を開始した日から

新〔算定要件〕
食事を提供した場合 48点を加算する 当該療法の算定を開始した日から

起算して１年以内の期間に行われる
場合、所定点数に50点を加算する。

食事を提供した場合、48点を加算する。
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